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建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
建
設
業
の
事
業
主
が
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
、
機
構
）
と
退
職
金
共
済
契
約
を
結

ん
で
共
済
契
約
者
と
な
り
、
建
設
現
場
で
働
く
労
働
者
を
被
共
済
者
と
し
て
、
機
構
が
交
付
す
る
共
済
手
帳
に
労
働
者
が
働
い

た
日
数
に
応
じ
て
共
済
証
紙
を
貼
り
、
証
紙
数
に
応
じ
機
構
が
直
接
労
働
者
に
退
職
金
を
支
払
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今

日
、
証
紙
の
購
入
貼
付
の
過
程
に
お
け
る
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
、
特
に
公
共
工
事
に
お
い
て
は
、
工
事
費
に
証
紙
代
が
含

ま
れ
て
い
な
が
ら
、
必
ず
し
も
証
紙
の
適
正
な
購
入
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
制
度
は
、
い
わ

ば
国
が
作
っ
た
建
設
労
働
者
の
た
め
の
退
職
金
制
度
と
し
て
、
建
設
現
場
で
働
く
者
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
証
紙
の
適
正
貼
付
、
制
度
の
普
及
促
進
、
事
務
執
行
の
適
正
化
を
願
う
立
場
か
ら
、
以
下
の
質
問

を
行
う
。 

一 

証
紙
の
適
正
貼
付
等
制
度
の
適
正
運
用
に
つ
い
て 

2 

機
構
は
共
済
証
紙
購
入
の
標
準
的
な
目
安
を
土
木
工
事
に
つ
い
て
は
請
負
代
金
の
千
分
の
三
・
五
、
建
築
工
事
に
つ
い

て
は
千
分
の
二
・
五
、
設
備
工
事
に
つ
い
て
は
据
付
工
事
費
の
千
分
の
二
・
五
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
数
字
の
根
拠 

1 

本
制
度
の
意
義
と
今
日
ま
で
の
評
価
に
つ
い
て
簡
潔
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
運
営
状
況
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

6 

建
設
省
大
臣
官
房
の
土
木
工
事
関
係
に
つ
い
て
は
技
術
調
査
室
、
建
築
関
係
に
つ
い
て
は
営
繕
計
画
課
で
定
期
的
に
積

算
基
準
を
改
定
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
直
近
の
全
国
千
件
の
調
査
個
票
か
ら
、
建
退
共
制
度
掛
金
を
抜
き
出 

 

し
、
総
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

5 

建
退
共
の
証
紙
購
入
費
の
積
算
を
決
定
し
た
昭
和
四
十
年
以
降
、
国
、
公
団
、
地
方
公
共
団
体
ま
で
含
め
た
全
国
の
公

共
工
事
の
投
資
額
か
ら
考
え
て
、
現
在
ま
で
の
証
紙
購
入
費
の
積
算
額
は
推
計
で
ど
れ
ぐ
ら
い
に
の
ぼ
る
と
み
ら
れ
る 

か
。 

4 

過
去
五
年
間
の
国
の
直
轄
事
業
に
お
い
て
（
十
億
円
以
上
）
、
証
紙
の
購
入
、
貼
付
状
況
、
先
の
機
構
の
目
安
額
と
の

差
に
つ
い
て
、
各
事
業
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 
経
営
事
項
審
査
の
建
築
工
事
、
土
木
一
式
工
事
の
過
去
三
年
間
の
各
上
位
二
十
社
に
つ
い
て
、
全
国
の
公
共
工
事
の
受

注
総
額
と
、
機
構
へ
の
掛
金
収
納
額
の
内
訳
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
工
事
の
請
負
業
者
の
中
で
、
証
紙
が
一
切
購
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
工
事
名
と
請
負
業
者 

 

名
、
並
び
に
契
約
時
に
当
該
業
者
を
承
認
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

10 

労
働
者
が
手
帳
の
交
付
あ
る
い
は
証
紙
の
貼
付
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
り
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
、
労
働

省
・
建
設
省
は
建
設
業
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
。 

9 

建
設
省
は
本
年
七
月
十
六
日
付
で
官
房
長
名
で
各
地
方
建
設
局
長
あ
て
に
、
「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
普
及
徹
底

に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
で
、
掛
金
収
納
書
の
提
出
を
「
工
事
契
約
後
一
箇
月
以
内
」
に
「
工
事
完
成 

 
 

時
」
を
加
え
た
が
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

8 

機
構
が
昭
和
五
十
七
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十
八
年
三
月
に
か
け
て
行
っ
た
共
済
契
約
の
履
行
状
況
の
実
態
調
査
（
一
般

調
査
、
建
設
作
業
員
の
実
態
調
査
、
特
別
調
査
）
の
結
果
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
調
査
に
基
づ
き

判
明
し
た
問
題
点
の
分
析
と
、
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
に
制
度
が
改
善
さ
れ
た
か
を
示
さ
れ
た
い
。 

7 
建
設
業
者
の
証
紙
購
入
費
に
つ
い
て
は
証
紙
貼
付
時
に
損
金
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
建
退

共
の
証
紙
の
購
入
・
保
管
に
関
し
、
国
税
当
局
が
建
設
業
者
に
対
し
、
過
去
五
年
間
に
申
告
漏
れ
な
ど
を
指
摘
し
た
例
が

あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
従
前
は
、
各
地
方
建
設
局
ご
と
の
指
導
内
容
に
差
異
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。 

ま
た
、
建
退
共
制
度
掛
金
の
工
事
費
に
占
め
る
割
合
を
工
事
規
模
、
工
種
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

13 

公
共
工
事
に
お
い
て
、
建
設
業
者
の
中
に
は
、
購
入
し
た
証
紙
の
処
分
に
困
り
焼
却
処
分
し
た
事
例
な
ど
も
報
道
さ
れ

て
い
る
。
機
構
に
納
め
ら
れ
た
証
紙
代
金
の
う
ち
、
実
際
に
は
貼
付
さ
れ
な
か
っ
た
証
紙
の
代
金
に
つ
い
て
、
機
構
は
ど 

12 

機
構
に
お
い
て
は
、
本
年
度
、
証
紙
の
適
正
貼
付
等
に
お
い
て
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
「
建
退
共

制
度
調
査
研
究
専
門
委
員
会
」
を
設
置
し
、
証
紙
の
購
入
、
貼
付
実
態
等
の
調
査
を
さ
れ
る
こ
と
と
承
知
し
て
い
る
。 

11 
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
に
よ
れ
ば
、
元
請
負
人
は
下
請
負
人
ご
と
の
共
済
証
紙
の
受
払
い
状

況
を
明
ら
か
に
し
た
帳
簿
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
同
六
十
七
条
に
よ
れ
ば
機
構
は
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
元
請
負
人
に
対
し
、
そ
の
事
務
の
処
理
に
関
し
報
告
又
は
文
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
。
本
規
則
に
よ
り
機
構
が
当
該
帳
簿
の
提
出
を
求
め
た
事
例
が
過
去
三
年
間
に
何
件
あ
る
か
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

本
調
査
に
お
い
て
、
公
共
工
事
に
お
け
る
証
紙
の
流
用
等
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
お
つ
も
り

か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
本
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
建
退
共
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
も
検
討
さ
れ
る
お
つ
も
り
か
ど
う
か
。 

ま
た
、
実
際
に
不
利
益
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
労
働
者
は
救
済
さ
れ
る
の
か
。 六 

 



 

二 

制
度
の
普
及
促
進
に
つ
い
て 

1 

平
成
八
年
度
の
事
業
所
統
計
調
査
報
告
に
よ
る
と
従
業
員
数
当
た
り
の
被
共
済
者
数
の
割
合
は
全
国
で
四
五
・
一
％
と

半
数
に
満
た
ず
、
制
度
の
一
層
の
普
及
促
進
が
必
要
で
あ
る
。 

14 

平
成
五
年
度
か
ら
、
資
産
の
運
用
に
つ
い
て
社
債
、
公
社
債
投
信
が
加
え
ら
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
今
日
ま
で
の
社

債
、
公
社
債
投
信
の
運
用
委
託
先
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
取
引
社
債
の
中
で
建
設
業
者
が
あ
れ
ば
銘
柄
と
取
引

額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

の
よ
う
な
経
理
処
理
を
行
っ
て
い
る
の
か
。 

機
構
で
は
制
度
へ
の
加
入
が
公
共
事
業
の
受
注
に
非
常
に
有
利
と
い
う
こ
と
を
Ｐ
Ｒ
の
材
料
に
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
工
事
の
受
注
の
際
、
制
度
の
加
入
は
経
営
事
項
審
査
の
④
そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）
の
労
働
福
祉
の
状
況
の

中
の
七
・
五
点
に
過
ぎ
ず
、
④
の
ウ
エ
イ
ト
も
〇
・
一
五
で
あ
り
、
極
め
て
位
置
づ
け
が
低
い
。 

ま
た
、
発
行
さ
れ
た
証
紙
枚
数
の
う
ち
、
実
際
に
退
職
金
の
支
払
い
に
結
び
つ
く
証
紙
の
枚
数
に
つ
い
て
、
概
ね
ど
の

よ
う
な
比
率
と
考
え
て
い
る
か
。 

ま
た
、
制
度
の
加
入
の
審
査
も
元
請
業
者
の
み
で
あ
り
、
下
請
業
者
に
つ
い
て
の
審
査
は
行
わ
れ
な
い
。 

七 

 



 

 

八 

制
度
の
普
及
促
進
の
た
め
、
公
共
事
業
の
受
注
に
関
し
、
制
度
加
入
業
者
に
更
に
優
位
性
を
認
め
る
必
要
性
は
な
い 

 

か
。 

2 

1
と
は
別
に
制
度
の
普
及
促
進
の
具
体
策
と
し
て
現
在
検
討
し
て
い
る
事
項
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


